
JP 2009-31245 A 2009.2.12

10

(57)【要約】
【課題】装置全体の消費電力を従来よりも低減しつつ、
射出する色光の射出面内での輝度ばらつきを抑えること
が可能な色票装置を提供する。
【解決手段】各ライトボックス２１に、反射シート２１
４および遮蔽板２１２を設ける。ライトボックス２１内
の単色ＬＥＤ２１１から発せられた色光が拡散しつつ、
射出面Ｓ１から射出される。これにより、色光の射出面
Ｓ１内での輝度ばらつきが抑えられる。また、各ライト
ボックス２１から射出される色光の波長領域が、互いに
異なる色に対応するようにする。複数の色のうちの一の
色に対応する波長領域の色光を射出させる際に、対応す
る色光を発する単色ＬＥＤ２１１だけが点灯すれば済む
ようになる。これにより、装置全体の消費電力が低減す
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の色の色基準を示すための色票装置であって、
　前記複数の色に対応する波長領域の色光を射出する複数の第１発光部を備え、
　前記第１発光部は、
　射出面を有する筐体と、
　前記筐体内で前記射出面に対して対向配置され、前記色光を発する単色光源と、
　前記筐体内で前記射出面以外の端面上に形成された反射シートと、
　前記単色光源と前記射出面との間で射出面に対して対向配置され、前記単色光源から発
せられた色光を遮蔽する遮蔽板と
　を有し、
　各第１発光部から射出される色光の波長領域が、互いに異なる色に対応している
　ことを特徴とする色票装置。
【請求項２】
　各第１発光部から射出される色光の前記射出面内での輝度ばらつきが、５％以下である
　ことを特徴とする請求項１に記載の色票装置。
【請求項３】
　前記筐体の前記射出面上に、前記色光を拡散する拡散板を備えた
　ことを特徴とする請求項１に記載の色票装置。
【請求項４】
　各第１発光部から射出される色光をそれぞれのスペクトル幅を狭めつつ透過させる波長
選択フィルタを備えた
　ことを特徴とする請求項１に記載の色票装置。
【請求項５】
　前記複数の色として、少なくとも、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、シアン（Ｃ）、マ
ゼンダ（Ｍ）および黄色（Ｙ）を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の色票装置。
【請求項６】
　前記単色光源が、単色発光ダイオードである
　ことを特徴とする請求項１に記載の色票装置。
【請求項７】
　同一の色に対応する波長領域において複数の輝度レベルの階調光を射出する複数の第２
発光部をさらに備え、
　前記第２発光部は、
　前記筐体と、
　前記筐体内で前記射出面に対して対向配置され、前記階調光を発する光源と、
　前記反射シートと、
　前記光源と前記射出面との間で射出面に対して対向配置され、前記光源から発せられた
階調光を遮蔽する遮蔽板と、
　前記光源から発せられた階調光の輝度レベルを調整するための輝度調整フィルタと
　を有し、
　各第２発光部から射出される階調光の輝度レベルが、互いに異なっている
　ことを特徴とする請求項１に記載の色票装置。
【請求項８】
　前記輝度調整フィルタの厚みが、前記第２発光部ごとに互いに異なっている
　ことを特徴とする請求項７に記載の色票装置。
【請求項９】
　前記輝度調整フィルタが複数層の単位フィルタにより構成され、
　前記単位フィルタの層数が、前記第２発光部ごとに互いに異なっている
　ことを特徴とする請求項７に記載の色票装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色データの補正処理に用いられ、複数の色の色基準を示すための色票装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数の色の色基準を示すための色票としての電子色票装置が開発され、その
ような電子色票装置を用いた色データの補正処理が行われている。ただし、従来は、複数
の色を出力する側（表示装置）の色再現範囲が狭かった（例えば、ＩＥＣ（Internationa
l Electro－technical Commission）により規定されるｓＲＧＢの色域内に限られていた
）ことなどから、それに対応して電子色票装置の色再現範囲も狭いものであった。
【０００３】
　しかし最近では、ｓＲＧＢの色域を超える色再現範囲の表示装置も開発されつつあるこ
とから、そのような広色再現範囲の表示装置等に用いる広色再現範囲の電子色票装置の開
発が望まれている。
【０００４】
　そこで、例えば特許文献１，２には、多原色の発光ダイオード（ＬＥＤ；Light Emitti
ng Diode）光源を用いることにより、色再現範囲の広範化を可能とした色票装置が提案さ
れている。
【０００５】
【特許文献１】特許３７９０６９３号公報
【特許文献２】特開２００３－１４３４１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１，２では、多原色のＬＥＤ光源から発せられた各色光を光路内で互いに
混合させると共に、各色光の混合比率を変化させることにより、任意の色に対応する波長
領域の色光を射出させるようにしている。
【０００７】
　ところが、このように複数のＬＥＤ光源からの色光を混合させる場合、複数のＬＥＤ光
源が同時に点灯している必要があることから、ある色に対応する波長領域の色光を得よう
とした場合に、装置全体としての消費電力が増大してしまうことになる。また、上記構造
では発光面が一つしかないため、同時に複数の色を出すことができなかった。
【０００８】
　なお、このような問題とは別に、ＬＥＤ等の点光源を用いて色票装置を構成した場合、
光源の指向性などに起因して、射出面内で輝度ばらつき等が生じてしまっていた。
【０００９】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、装置全体の消費電力を従
来よりも低減しつつ、射出する色光の射出面内での輝度ばらつきを抑えることが可能な色
票装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の色票装置は、複数の色の色基準を示すためのものであって、これら複数の色に
対応する波長領域の色光を射出する複数の第１発光部を備えたものである。ここで、各第
１発光部は、射出面を有する筐体と、この筐体内で射出面に対して対向配置され、上記色
光を発する単色光源と、筐体内で射出面以外の端面上に形成された反射シートと、単色光
源と射出面との間で射出面に対して対向配置され、単色光源から発せられた色光を遮蔽す
る遮蔽板とを有している。また、各第１発光部から射出される色光の波長領域は、互いに
異なる色に対応している。
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【００１１】
　本発明の色票装置では、各第１発光部において、単色光源から発せられた色光は、遮蔽
板により反射および拡散されたのち、射出面以外の端面で反射シートにより反射され、射
出面から射出する。すなわち、遮蔽板が設けられていない従来とは異なり、色光が拡散さ
れつつ射出面から射出する。また、各第１発光部から射出される色光の波長領域が互いに
異なる色に対応しているため、上記複数の色のうちの一の色に対応する波長領域の色光を
射出させる際に、従来とは異なり、複数の単色光源のうちの対応する色光を発する単色光
源だけが点灯する。
【００１２】
　本発明の色票装置では、同一の色に対応する波長領域において、複数の輝度レベルの階
調光を射出する複数の第２発光部をさらに備えるようにしてもよい。ここで、この第２発
光部は、上記筐体と、この筐体内で上記射出面に対して対向配置され、上記階調光を発す
る光源と、上記反射シートと、上記光源と射出面との間で射出面に対して対向配置され、
光源から発せられた階調光を遮蔽する遮蔽板と、光源から発せられた階調光の輝度レベル
を調整するための輝度調整フィルタとを有している。また、各第２発光部から射出される
階調光の輝度レベルは、互いに異なっている。このように構成した場合、各第２発光部に
おいて、光源から発せられた階調光は、遮蔽板により反射および拡散されたのち、射出面
以外の端面で反射シートにより反射され、射出面から射出する。この際、輝度調整フィル
タによって、階調光の輝度レベルが調整される。また、各第２発光部から射出される階調
光の輝度レベルが互いに異なっているため、上記第１発光部が複数の色の色基準として機
能するのに対し、第２発光部が、複数の輝度レベルの階調基準として機能するようになる
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の色票装置によれば、各第１発光部に反射シートおよび遮蔽板を設けるようにし
たので、従来とは異なり、第１発光部内の単色光源から発せられた色光を拡散させつつ射
出面から射出させることができ、色光の射出面内での輝度ばらつきを抑えることができる
。また、各第１発光部から射出される色光の波長領域が互いに異なる色に対応するように
したので、複数の色のうちの一の色に対応する波長領域の色光を射出させる際に、対応す
る色光を発する単色光源だけが点灯すれば済むようになり、従来と比べて装置全体の消費
電力を低減することができる。よって、装置全体の消費電力を従来よりも低減しつつ、射
出する色光の射出面内での輝度ばらつきを抑えることが可能となる。
【００１４】
　特に、輝度調整フィルタを有する第２発光部を設けると共に、この輝度調整フィルタに
よって各第２発光部から射出される階調光の輝度レベルを互いに異ならせるようにした場
合には、上記第１発光部を複数の色の色基準として機能させると共に、第２発光部を複数
の輝度レベルの階調基準として機能させることができる。よって、色再現特性の評価に加
え、白黒階調特性の評価にも適用することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態（以下、単に実施の形態という。）について
、図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　図１は本発明の一実施の形態に係る色票装置（色票装置２）を用いた色データ補正シス
テム１の全体ブロック構成を表すものである。この色データ補正システム１は、色票装置
２と、入力部１１と、出力部１２とを備えている。
【００１７】
　色票装置２は、複数の色の色基準を示すためのものであり、これら複数の色に対応する
波長領域の複数の色光が射出されるようになっている。なお、この色票装置２の詳細な構
成については、後述する。
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【００１８】
　入力部１１は、色票装置２から射出される各色光を受光して（色票装置２内の発光部分
を撮像して）対応するＲＧＢデータＤ１を出力するカメラ１１１と、色票装置２から射出
される各色光に対応する複数の色基準のＲ’Ｇ’Ｂ’データ（色票データＤ０）を予め記
憶する色票データ記憶部１１２と、ＲＧＢデータＤ１および色票データＤ０に基づいて所
定の場合にＲＧＢデータＤ１の色データの補正処理を行い、補正処理後のデータ（Ｙ’Ｃ
’データＤ２）を出力する映像信号処理部１１３とを有している。なお、この映像信号処
理部１１３の詳細については、後述する。
【００１９】
　出力部１２は、色票データ記憶部１１２と同様に色票データＤ０を予め記憶する色票デ
ータ記憶部１２２と、映像信号処理部１１３から供給されるＹ’Ｃ’データＤ２に対して
所定の映像信号処理を行い、処理後のデータ（ＲＧＢデータＤ３）を出力する映像信号処
理部１２３と、ＲＧＢデータＤ３に基づき、色票装置２の色基準の映像Ｐ１を表示する表
示装置（例えば、液晶表示装置）１２４と、この表示装置１２４に表示されている色基準
の映像Ｐ１を撮像して（各色基準に対応する表示光を受光して）対応するＲＧＢデータＤ
４を出力するカメラ１２１とを有している。また、映像信号処理部１２３は、このＲＧＢ
データＤ４および色票データＤ０に基づいて、所定の場合にＹ’Ｃ’データＤ２からＲＧ
ＢデータＤ３への補正処理の際の補正係数を変更させる機能も有している。なお、この映
像信号処理部１２３の詳細については、後述する。
【００２０】
　次に、図２～図６を参照して、本実施の形態の色票装置２の詳細構成について説明する
。ここで図２（Ａ）は、色票装置２の正面構成例を表したものであり、図２（Ｂ）は、色
票装置２の側面構成例を表したものである。また、図５は、この色票装置２内の発光部（
後述するライトボックス２１）の斜視構成例を表したものであり、図６は、色票装置２の
断面（Ｘ－Ｙ断面）構成例を表したものである。
【００２１】
　この色票装置２では、図２（Ａ）に示したように、色基準となる複数の色に対応する波
長領域の色光を射出する複数（この場合、１２個）のライトボックス２１が、マトリクス
状（この場合、３行×４列のマトリクス状）に配列されている。また、各ライトボックス
２１内にはそれぞれ、例えば図２（Ｂ）に示したライトボックス２１Ａ～２１Ｃのように
、各色光の発光源である単色ＬＥＤ２１１Ａ～２１１Ｃが設けられている。各ライトボッ
クス２１Ａ～２１Ｃの一端は、接続線Ｌ１を介して直流電源２３の正極出力端子（“＋”
）に接続され、各ライトボックス２１Ａ～２１Ｃの他端は、定電流ダイオード２２Ａ～２
２Ｃおよび配線Ｌ２を介して直流電源２３の接地（“ＧＮＤ”）に接続されている。この
ような構成により、直流電源２３から供給される直流電圧に基づいて各単色ＬＥＤ２１１
Ａ～２１１Ｃが点灯し、各色光の射出が可能となっている。なお、このライトボックス２
１が、本発明における「第１発光部」の一具体例に対応する。
【００２２】
　各ライトボックス２１から射出される色光の波長領域は、例えば図３（Ａ）に示した色
度図（ｕ’－ｘ’色度図）や、図４に示した発光スペクトル特性から分かるように、互い
に異なる色基準の色に対応したものとなっている。また、図３（Ａ）から分かるように、
各色光の色度点は、一部を除き、ｓＲＧＢ色域３０ｓの色域外に位置している。すなわち
、例えば図３（Ｂ）に示したように、従来の色票装置のライトボックスから射出される各
色光の色度点の位置（全ての色度点がｓＲＧＢ色域３０ｓの色域内に位置している）とは
異なり、そのほとんどがｓＲＧＢ色域の色域外に位置している。これにより、色票装置２
全体として、従来よりも射出される色光の色域が広くなっている。なお、図３（Ａ），図
３（Ｂ）において、符号３０Ｃで示した色域は、ＣＩＥ（Commission Internationale d'
Eclairage）色域を表している。
【００２３】
　各ライトボックス２１では、例えば図５および図６に示したように、矩形状（長方形ま
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たは正方形）の端面を有する筐体２１０内に、単色ＬＥＤ（単色光源）２１１および遮蔽
板２１２が収容された構成となっている。単色ＬＥＤ２１１は、筐体２１０内の一端面（
ここでは、端面Ｓ０）側において、後述する射出面Ｓ１に対向配置されている。また、筐
体２１０の射出面Ｓ１（各色光が射出する端面であり、端面Ｓ０と対向している）上には
、拡散板２１３が一様に形成されている一方、筐体２１０内の射出面Ｓ１以外の端面上に
は、反射シート２１４が一様に形成されている。
【００２４】
　遮蔽板２１２は、単色ＬＥＤ２１１と射出面Ｓ１との間で、射出面Ｓ１に対して対向配
置されている。この遮蔽板２１２は、単色ＬＥＤ２１１から発せられた色光を反射および
拡散させることにより、色光の射出面Ｓ１方向への進行を遮蔽するものであり、例えば白
色のポリプロピレン（ＰＰ）などの材料により構成される。なお、遮蔽板２１２の厚みは
、１００～５００μｍ程度である。
【００２５】
　反射シート２１４は、遮蔽板２１２により反射および拡散された色光を再び反射させて
射出面Ｓ１の方向へと導くためのものであり、例えば白色ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）などの材料により構成される。なお、反射シート２１４の厚みは、１００～５０
０μｍ程度である。
【００２６】
　拡散板２１３は、射出面Ｓ１へ到達した色光を拡散して射出させるためのものであり、
例えばポリカーボネートなどの材料により構成される。この拡散板２１２の厚みは、３～
５ｍｍ程度である。これにより、色光が拡散されて各ライトボックス２１から射出される
ため、均一光となる。
【００２７】
　次に、以上のような構成の色データ補正システム１の全体動作（色データ補正処理）に
ついて説明する。ここで、図７は、入力部１１における色データ補正処理を流れ図で表し
たものであり、図８は、出力部１２における色データ補正処理を流れ図で表したものであ
る。
【００２８】
　最初に、入力部１１では、まず、色票装置２の各ライトボックス２１がカメラ１１１に
より撮像される（各ライトボックス２１から射出される色光がカメラ１１１により受光さ
れる）と、対応するＲＧＢデータＤ１がカメラ１１１から映像信号処理部１１３へ供給さ
れる（ＲＧＢデータＤ１が取得される）（図７のステップＳ１０１）。
【００２９】
　次に、映像信号処理部１１３では、供給されたＲＧＢデータＤ１がＲ’Ｇ’Ｂ’データ
Ｄ１’（図１中に図示せず）へと変換され（ステップＳ１０２）、この変換後のＲ’Ｇ’
Ｂ’データＤ１’が、色票データ記憶部１１２に記憶されている色票データＤ０と比較さ
れる（ステップＳ１０３）。具体的には、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ１’が色票データＤ０と
一致するか否かが判定される（ステップＳ１０４）。
【００３０】
　Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ１’が色票データＤ０と一致すると判定された場合には（ステッ
プＳ１０４：Ｙ）、映像信号処理部１１３は、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ１’をそのままＹ’
Ｃ’データＤ２へと変換し（ステップＳ１０５）、変換後のＹ’Ｃ’データＤ２を出力部
１２へと供給する（ステップＳ１０７）。
【００３１】
　一方、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ１’が色票データＤ０と一致しないと判定された場合には
（ステップＳ１０４：Ｎ）、映像信号処理部１１３は、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ１’を、色
票データＤ０と一致するように補正をかけつつＹ’Ｃ’データＤ２へと変換し（ステップ
Ｓ１０６）、変換後のＹ’Ｃ’データＤ２を出力部１２へと供給する（ステップＳ１０７
）。
【００３２】
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　このようにして入力部１１では、カメラ１１１により取得された各ライトボックス２１
からの色光のデータ（色データ）が、予め記憶されている色票データＤ０の色データと一
致することとなるように、色データの補正処理がなされる。
【００３３】
　一方、出力部１２では、まず、映像信号処理部１２３が、入力部１１内の映像信号処理
部１１３からＹ’Ｃ’データＤ２を取得すると（図８のステップＳ２０１）、映像信号処
理部１２３は、このＹ’Ｃ’データＤ２をＲ’Ｇ’Ｂ’データＤ２’（図１中に図示せず
）へと変換する（ステップＳ２０２）と共に、さらにこのＲ’Ｇ’Ｂ’データＤ２’をＲ
ＧＢデータＤ３へと変換する（ステップＳ２０３）。
【００３４】
　次に、このような変換後のＲＧＢデータＤ３は表示装置１２４へと供給され、このＲＧ
ＢデータＤ３に基づく映像（色票装置２の色基準の映像Ｐ１）が表示装置１２４に表示さ
れる（ステップＳ２０４）。そしてこの映像Ｐ１はカメラ１２１によって撮像され（各色
基準に対応する表示光がカメラ１２１によって受光され）、対応するＲＧＢデータＤ４が
映像信号処理部１２３へ供給される（ＲＧＢデータＤ４が取得される）（ステップＳ２０
５）。
【００３５】
　次に、映像信号処理部１２３では、供給されたＲＧＢデータＤ４がＲ’Ｇ’Ｂ’データ
Ｄ４’（図１中に図示せず）へと変換され（ステップＳ２０６）、この変換後のＲ’Ｇ’
Ｂ’データＤ４’が、色票データ記憶部１２２に記憶されている色票データＤ０と比較さ
れる（ステップＳ２０７）。具体的には、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ４’が色票データＤ０と
一致するか否かが判定される（ステップＳ２０８）。
【００３６】
　Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ４’が色票データＤ０と一致すると判定された場合には（ステッ
プＳ２０８：Ｙ）、映像信号処理部１２３は、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ２’からＹ’Ｃ’デ
ータＤ２への変換の際の係数を補正しないようにし、これにより色データの補正処理が終
了となる。
【００３７】
　一方、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ４’が色票データＤ０と一致しないと判定された場合には
（ステップＳ２０８：Ｎ）、映像信号処理部１２３は、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ４’が色票
データＤ０と一致するように、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ２’からＹ’Ｃ’データＤ２への変
換の際の係数を補正する（ステップＳ２０９）。なお、この後はステップＳ２０３へと戻
り、Ｒ’Ｇ’Ｂ’データＤ４’が色票データＤ０と一致するようになるまで、ステップＳ
２０３～ステップＳ２０９の処理を繰り返すことになる。
【００３８】
　このようにして出力部１２では、カメラ１２１により取得された、表示装置１２４に表
示中の色基準の映像Ｐ１の色データが、予め記憶されている色票データＤ０の色データと
一致することとなるように、色データの補正処理がなされる。
【００３９】
　ここで、本実施の形態の色票装置２では、各ライトボックス２１から射出される色光の
波長領域が互いに異なる色に対応しているため、色基準となる複数の色のうちの一の色に
対応する波長領域の色光を射出させる際に、従来とは異なり、複数の単色光源（単色ＬＥ
Ｄ２１１）のうちの対応する色光を発する単色光源だけが点灯する。これに対し、複数の
単色ＬＥＤから発せられた各色光が混合されることにより任意の色に対応する波長領域の
色光が得られるようになっている従来の色票装置では、複数の単色ＬＥＤが同時に点灯し
ている必要があることから、色基準となる複数の色のうちの一の色に対応する波長領域の
色光を得ようとした場合に、色票装置全体としての消費電力が増大してしまうことになる
。
【００４０】
　次に、図９および図１０を参照して、本実施の形態の色票装置２の各ライトボックス２
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１の作用について、比較例（ライトボックス内に遮蔽板が設けられていないもの）と比較
しつつ説明する。ここで、図９（Ａ）は、比較例に係るライトボックス１０２における色
光の光路を断面構成で表したものであり、図９（Ｂ）は、本実施の形態のライトボックス
２１おける色光の光路を断面構成で表したものである。
【００４１】
　図９（Ａ）に示した比較例に係るライトボックス１０２では、単色ＬＥＤ２１１から発
せられた色光がある程度拡散し、この色光は反射シート２１４によって反射されつつ射出
面Ｓ１０１へ到達し、射出光Ｌout102としてライトボックス１０２から射出される。とこ
ろが、単色ＬＥＤ２１１から発せられた色光の指向性等により、単色ＬＥＤ２１１から直
進してそのまま射出面Ｓ１０１へと到達する色光の光量が大きいため、例えば図１０（Ａ
）に示したように、射出面Ｓ１０１内において、射出光Ｌout102の輝度ばらつきが生じて
しまう。
【００４２】
　これに対し、図９（Ｂ）に示した本実施の形態のライトボックス２１では、単色ＬＥＤ
２１１と射出面Ｓ１との間に遮蔽板２１２が設けられているため、単色ＬＥＤ２１１から
発せられた色光は、遮蔽板２１２により反射および拡散されたのち、射出面Ｓ１以外の面
で反射シート２１４により反射され、射出光Ｌout21として射出面Ｓ１から射出する。す
なわち、遮蔽板２１２が設けられていない比較例とは異なり、色光が拡散されつつ射出面
Ｓ１から射出する。したがって、例えば図１０（Ｂ）に示したように、射出面Ｓ１内にお
いて、射出光Ｌout21の輝度ばらつきが抑えられる。
【００４３】
　ここで、図１１は、具体的な実施例および比較例に係る射出光（色光）Ｌout21，Ｌout
1の輝度ばらつきの度合い（ΔＥ＊ａｂ）を評価する際の射出光Ｌout21，Ｌout102の輝度
測定方法の一例を表したものである。具体的には、図１１（Ａ）に示したように、ライト
ボックス２１，１０２の射出面Ｓ１，Ｓ１０１から射出される色光Ｌout21，Ｌout102を
カメラ１２１により受光する（測色する）と共に、射出面Ｓ１，Ｓ１０１における測色ポ
イントは、図１１（Ｂ）に示したような５点とした。また、表１は、実施例および比較例
に係る各色光のΔＥ＊ａｂの値およびそれらの平均値（各色光のΔＥ＊ａｂの平均値）を
表したものである。
【００４４】
【表１】

【００４５】
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　表１により、ライトボックス２１内に遮蔽板２１２が設けられている実施例では、ライ
トボックス１０２内に遮蔽板が設けられていない比較例と比べ、各色光のΔＥ＊ａｂの値
が小さくなっているため、各ライトボックスから射出される各色光の射出面内での輝度ば
らつきが低減されていることが分かる。また、青（Blue）および緑（Green）において、
そのようなばらつきの低減が顕著であることも分かる。これにより、各色光のΔＥ＊ａｂ
の平均値も、実施例では比較例と比べて小さくなり、各ライトボックスから射出される各
色光の射出面内での輝度ばらつきが５％以下（具体的には、３．５％）となっていること
が分かる。
【００４６】
　以上のように本実施の形態では、各ライトボックス２１に反射シート２１４および遮蔽
板２１２を設けるようにしたので、従来とは異なり、ライトボックス２１内の単色ＬＥＤ
２１１から発せられた色光を拡散させつつ射出面Ｓ１から射出させることができ、色光の
射出面Ｓ１内での輝度ばらつきを抑えることができる。また、各ライトボックス２１から
射出される色光の波長領域が互いに異なる色に対応するようにしたので、複数の色のうち
の一の色に対応する波長領域の色光を射出させる際に、対応する色光を発する単色ＬＥＤ
２１１だけが点灯すれば済むようになり、従来と比べて装置全体の消費電力を低減するこ
とができる。よって、装置全体の消費電力を従来よりも低減しつつ、射出する色光の射出
面内での輝度ばらつきを抑えることが可能となる。
【００４７】
　また、筐体２１０の射出面Ｓ１上に、色光を拡散する拡散板２１３を設けるようにした
ので、射出光Ｌout21が射出面Ｓ１から射出する際に、射出光Ｌout21をさらに拡散させる
ことができる。よって、射出面Ｓ１内での輝度ばらつきをさらに抑えると共に、視野角特
性も向上させることが可能となる。
【００４８】
［変形例１］
　次に、本発明の色票装置の変形例１について説明する。なお、上記実施の形態における
構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００４９】
　図１２は、本変形例に係る色票装置におけるライトボックス（ライトボックス２４）の
断面構成を表したものである。このライトボックス２４は、上記実施の形態のライトボッ
クス２１において、射出面Ｓ１における拡散板２１３上に、波長選択フィルタ２１５をさ
らに設けるようにしたものである。
【００５０】
　波長選択フィルタ２１５は、例えば、高屈折率層と低屈折率層とが交互に積層された光
学薄膜（図示せず）からなり、その場合には光学薄膜の最下層および最上層がいずれも高
屈折率層により構成されるようになっている。また、波長選択フィルタ２１５における層
構造は、例えば５層構造または９層構造などの奇数層構造あればよい。これら高屈折率層
および低屈折率層はそれぞれ、ドライプロセスまたはウェットプロセスにより形成するこ
とができる。ドライプロセスの場合、例えばスパッタリング法または蒸着法により形成す
ることができる。この場合、高屈折率層は、例えば、ＴｉＯ2（屈折率：２．３８）など
のチタン酸化物、Ｎｂ2Ｏ5（屈折率：２．２８）などのニオビウム酸化物、またはＴａ2

Ｏ5（屈折率：２．１０）などのタンタル酸化物からなる層を含むように構成され、低屈
折率層は、例えば、ＳｉＯ2（屈折率：１．４６）などのシリコン酸化物、またはＭｇＦ2

（屈折率：１．３８）などのフッ化マグネシウムからなる層を含むように構成される。一
方、ウェットプロセスの場合、例えばスピンコーティング法またはディップコーティング
法により形成することができる。この場合、高屈折率層および低屈折率層は、例えば、熱
硬化樹脂または光硬化樹脂（例えば、紫外線硬化型）などの溶剤系・無溶剤系材料から構
成される。具体的には、高屈折率層としては例えばＪＳＲ製オプスター（ＪＮ７１０２、
屈折率：１．６８）を、低屈折率層としては例えばＪＳＲ製オプスター（ＪＮ７２１５、
屈折率：１．４１）を用いることができる。
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【００５１】
　このような波長選択フィルタ２１５により、各ライトボックス２４から射出される色光
は、それぞれのスペクトル幅を狭めつつ透過する。例えば図１３に示したようなスペクト
ル特性（赤色光スペクトルＬＲ０、緑色光スペクトルＬＧ０および青色光スペクトルＬＢ
０）の各色光は、波長選択フィルタ２１５を通過すると、赤色光スペクトルＬＲ１、緑色
光スペクトルＬＧ１および青色光スペクトルＬＢ１のように、それぞれのスペクトル幅が
狭められる。これにより、例えば図１４に示した色度図（ｕ’－ｘ’色度図）のように、
射出された赤色光、緑色光および青色光の色純度が高まり、それぞれの色度点（色度点３
１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂ）が、従来と比べていずれも広色域のものとなる。
【００５２】
　このようにして本変形例では、各ライトボックス２４において、射出面Ｓ１における拡
散板２１３上に波長選択フィルタ２１５を設けるようにしたので、対応する単色ＬＥＤ２
１１から発せられる各色光（赤色光、緑色光、青色光）を、それぞれのスペクトル幅を狭
めて透過させることができ、各ライトボックス２４から出射される各色光の色純度を高め
ることができる。よって、各ライトボックス２４から出射される各色光を、従来と比べて
広色域のものとすることが可能となる。
【００５３】
［変形例２］
　次に、本発明の色票装置の変形例２について説明する。なお、上記実施の形態における
構成要素と同一のものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５４】
　図１５は、本変形例に係る色票装置（色票装置２Ａ）の正面構成を表したものである。
この色票装置２Ａは、上記実施の形態の色票装置２において、色基準となる複数の色に対
応する波長領域の色光を射出する複数（この場合、３行×４列＝１２個）のライトボック
ス２１に加え、同一の色（この場合、白～灰色～黒のグレイスケール）に対応する波長領
域において複数の輝度レベルの階調光を射出する複数（この場合、１行×４列＝４個）の
ライトボックス２５（ライトボックス２５－１～２５－４）を、ライトボックス２１の下
方にさらに設けるようにしたものである。なお、このライトボックス２５が、本発明にお
ける「第２発光部」の一具体例に対応する。
【００５５】
　図１６は、ライトボックス２５の断面構成を表したものである。このライトボックス２
５は、上記実施の形態のライトボックス２１において、射出面Ｓ１における拡散板２１３
上に、単色ＬＥＤ２１１から発せられた階調光の輝度レベルを調整するためのＮＤフィル
タ２１６（輝度調整フィルタ）をさらに設けるようにしたものである。
【００５６】
　ＮＤフィルタ２１６は、入射光を反射または吸収することによって減衰させることによ
り、波長特性（色度）を維持しつつ透過光の輝度レベルを調整するものである。また、こ
の透過光の輝度レベルの調整は、例えばＮＤフィルタ２１６の厚みや、このＮＤフィルタ
２１６における単位フィルタの層数によって可能となっている。したがって、本変形例の
ライトボックス２５－１～２５－４では、ＮＤフィルタ２１６の厚みまたはＮＤフィルタ
２１６における単位フィルタの層数が、互いに異なるように構成されている。
【００５７】
　これにより、各ライトボックス２５－１～２５－４から射出される階調光の輝度レベル
は、例えば図１７（Ｄ），（Ｅ）に示した放射輝度特性や、図１８に示した発光スペクト
ル特性から分かるように、互いに異なるものとなっている。なお、輝度測定は、カメラ１
１１側から入力したＲＧＢデータＤ１を色差データ（Ｙ’Ｃ’データＤ２）に変換した後
、分光放射輝度計を使用して輝度（Ｙ）を波形モニターで測定することにより行った。ま
た、白レベルの輝度が７００となるようにカメラ１１１側の絞りを調整した後に、各ライ
トボックス２５－１～２５－４から射出される階調光の輝度レベルを測定した。
【００５８】
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　具体的には、図１７（Ａ）～（Ｄ）は、図１７（Ｅ）に示した色票装置２Ａにおける各
ライトボックス２１－１１～２１－１４，２１－２１～２１－２４，２１－３１～２１－
３４，２５－１～２５－４からの射出光の放射輝度特性を表したものであり、ライトボッ
クス２５－１～２５－４から射出される階調光の輝度レベル比は、それぞれ、１００％（
白レベル），３０％（グレイレベル），８％（グレイレベル），１．５％（黒レベル）と
なっている。これら図１７（Ａ）～（Ｄ）によると、ライトボックス２５－１に対応する
白レベルの輝度が他の色光の輝度と比較して最も高くなっているため、上記実施の形態で
説明した色データ補正処理の際にカメラ１１１の絞りをこの白レベルの輝度に設定すれば
、他の色光において色の飽和が回避されるようになる。
【００５９】
　また、図１８に示した各ライトボックス２５－１～２５－４からの射出光の発光スペク
トル特性によると、ＮＤフィルタ２１６によって、各射出光の波長特性（色度）が維持さ
れつつ、ＮＤフィルタ２１６の厚みや単位フィルタの層数に応じて輝度レベルが調整され
ていることが分かる。
【００６０】
　また、図１９（Ａ）に示した色度図（ｘ－ｙ色度図）によると、各ライトボックス２５
－１～２５－４からの射出光の色度点Ｐ２は、図１９（Ｂ）に示した変形例（従来の顔料
タイプの色票装置（マクベスチャート）に対応）におけるグレイスケール（白～灰色～黒
）の色光の色度点Ｐ１０２とほぼ同位置となっていると共に、互いに輝度レベルが異なる
各ライトボックス２５－１～２５－４間でもほぼ同位置となっていることが分かる。
【００６１】
　このようにして本変形例の色票装置２Ａでは、ＮＤフィルタ２１６（輝度調整フィルタ
）を有するライトボックス２５を設けると共に、このＮＤフィルタ２１６によって、各ラ
イトボックス２５－１～２５－４から射出される階調光の輝度レベルを互いに異ならせる
ようにしたので、上記実施の形態における効果に加え、各ライトボックス２１を複数の色
の色基準として機能させると共に、各ライトボックス２５－１～２５－４を複数の輝度レ
ベルの階調基準として機能させることができる。よって、上記実施の形態で説明したよう
な色再現特性の評価に加え、白黒階調特性の評価にも適用することが可能となる。
【００６２】
　また、ライトボックス２５の光源をＬＥＤにより構成したので、従来の色票装置（マク
ベスチャート）と比べ、グレイスケールのダイナミックレンジ（白～灰色～黒の輝度レベ
ルの範囲）をより広くすることができる。よって、より適切な白黒階調特性の評価を行う
ことが可能となる。
【００６３】
　なお、本変形例では、ライトボックス２５における光源として単色ＬＥＤ２１１（白色
の単色ＬＥＤ）を用いた場合について説明したが、このような光源として例えば赤（Ｒ）
，緑（Ｇ），青（Ｂ）などの複数の単色ＬＥＤを用いると共に、これら複数の単色ＬＥＤ
からの色光を混合させて白色光を得るようにしてもよい。
【００６４】
　また、本変形例では、ＮＤフィルタ２１６が、射出面Ｓ１における拡散板２１３上に配
置されている場合について説明したが、ＮＤフィルタ２１６の配置位置はこれには限られ
ず、ライトボックス２５における任意の位置に配置することが可能である。
【００６５】
　また、本変形例では、ライトボックス２５が４つ設けられている（ライトボックス２５
－１～２５－４）場合について説明したが、ライトボックス２５の数はこれには限られな
い。ただし、本変形例の色票装置２Ａを白黒階調特性の評価に適用する場合を考慮すると
、ライトボックス２５は３つ以上（３階調の輝度レベル以上）であることが好ましい。
【００６６】
　また、本変形例では、ライトボックス２５がライトボックス２１の下方に配置されてい
る場合について説明したが、ライトボックス２５の配置位置はこれには限られず、例えば
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ライトボックス２５をライトボックス２１の上方に配置してもよい。
【００６７】
　さらに、本変形例では、色票装置２Ａが、複数の色の色基準として機能するライトボッ
クス２１と、複数の輝度レベルの階調基準として機能するライトボックス２５とから構成
されている場合について説明したが、例えば、複数の輝度レベルの階調基準として機能す
るライトボックス２５単体で色票装置を構成するようにしてもよい。
【００６８】
　以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの実施の
形態等に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態等
では、単色光源が単色ＬＥＤである場合について説明したが、例えばレーザなどの他の単
色光源を用いるようにしてもよい。
【００６９】
　また、上記実施の形態等では、色基準として用いる複数の色が１２色の場合で説明した
が、このような１２色の場合には限られず、また色の組み合わせについてもこの場合には
限られない。なお、色基準として用いる複数の色としては、少なくとも、赤（Ｒ）、緑（
Ｇ）、青（Ｂ）、シアン（Ｃ）、マゼンダ（Ｍ）および黄色（Ｙ）を含むようにするのが
好ましい。このような６色以上の構成とすれば、加法混色で必要なＲＧＢおよび減法混色
で必要なＣＭＹを最低限評価できる色票となるからである。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の一実施の形態に係る色票装置を用いた色データ補正システムの全体構成
を表すブロック図である。
【図２】図１に示した色票装置の要部構成を表す正面図および側面図である。
【図３】本実施の形態および従来の色票装置における各基準色の色度点を表す特性図であ
る。
【図４】各基準色用の発光ダイオードのスペクトル特性の一例を表す特性図である。
【図５】図２に示したライトボックスの要部構成を表す斜視図である。
【図６】図２に示したライトボックスの要部構成を表す断面図である。
【図７】入力部における色データ補正処理の一例を表す流れ図である。
【図８】出力部における色データ補正処理の一例を表す流れ図である。
【図９】本実施の形態および比較例に係るライトボックスの作用を説明するための断面図
である。
【図１０】本実施の形態および比較例に係るライトボックスからの射出光の輝度の面内ば
らつきについて説明するための模式図である。
【図１１】実施例および比較例における射出光の測定条件について説明するための図であ
る。
【図１２】本発明の変形例１に係る色票装置におけるライトボックスの要部構成例を表す
断面図である。
【図１３】図１２に示した波長選択フィルタの波長選択透過特性を表す特性図である。
【図１４】変形例１に係る各基準色の色度点を表す特性図である。
【図１５】本発明の変形例２に係る色票装置の要部構成例を表す正面図である。
【図１６】変形例２に係るライトボックスの要部構成例を表す断面図である。
【図１７】変形例２に係る各ライトボックスからの射出光の輝度特性を表す特性図である
。
【図１８】変形例２に係るライトボックスからの射出光のスペクトル特性を表す特性図で
ある。
【図１９】変形例２および比較例における各基準色の色度点を表す特性図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１…色データ補正システム、１１…入力部、１１１…カメラ、１１２…色票データ記憶
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部、１１３…映像信号処理部、１２…出力部、１２１…カメラ、１２２…色票データ記憶
部、１２３…映像信号処理部、２，２Ａ…色票装置、２０…本体部、２１，２１Ａ～２１
Ｃ，２４，２５，２５－１，２５－２，２５－３，２５－４…ライトボックス、２１０…
筐体、２１１，２１１Ａ～２１１Ｃ…単色ＬＥＤ、２１２…遮蔽板（ダイバープレート）
、２１３…拡散板、２１４…反射シート、２１５…波長選択フィルタ、２１６…ＮＤフィ
ルタ（輝度調整フィルタ）、２２Ａ～２２Ｃ…定電流ダイオード、２３…直流電源、３０
ｓ…ｓＲＧＢ色域、３０Ｃ…ＣＩＥ色域、３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂ…色度点、Ｄ０…色票
データ、Ｄ１，Ｄ３，Ｄ４…ＲＧＢデータ、Ｄ２…Ｙ’Ｃ’データ、Ｓ０…端面、Ｓ１…
射出面、Ｌ１，Ｌ２…配線、Ｌout21…射出光、ＬＢ０，ＬＢ１…青色光スペクトル、Ｌ
Ｇ０，ＬＧ１…緑色光スペクトル、ＬＲ０，ＬＲ１…赤色光スペクトル。

【図１】 【図２】
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